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４―４ 第４章まとめ（施策体系図） 

本章で設定した具体的な制度運用の方策について，その体系図を示す。 

都市計画制度を活用した
「都市づくり」における

計画誘導力強化

都市計画制度を活用した
都市づくり事業の

計画的な推進

市町村主体を基本とした
県による広域調整や

支援の実施

　都市計画区域等の適切な設定

　計画的土地利用の推進

　市町村合併を踏まえた都市計画区域の再編等

　区域区分制度の当面堅持

　非線引き用途白地地域における土地利用規制
　の適正な活用

　総合的な土地利用に向けた関連規制法の
　連携強化

　既成市街地の
　機能的かつ効率的な土地利用の推進

・一市町村にひとつの都市計画区域を基本とする区域統合（飛び地となることも含む）
・必要に応じて現行都市計画区域の拡大や新たな区域指定の検討
・地域の実情に通じた市町村による準都市計画区域の指定

・区域区分を廃止する場合の取り扱いを明確化
・市街化調整区域における地域の実情に応じた開発許可制度の柔軟な運用
　（規制緩和の基本的な枠組みの県条例の設定）

・用途制限（特定用途制限地域の指定），建築制限（容積率・建ぺい率），
　開発規制（開発許可の最低規模の引き下げの検討）の連携による土地利用誘導

・市町村による政策方針に基づいた総合的な土地利用計画の検討・調整
・必要に応じた市町村マスタープランの活用や個別規制法の重層的適用による土地利用調整

・市町村が地域の実情に応じて適切に選択活用するための県による多様な土地利用の規制・誘導メニュー
　の事例集の作成

　マスタープランの
　内容の明確化と機能強化

　都市計画と事業との連携強化
　都市計画決定後の事業進捗状況の
　把握と管理

　マスタープランの
　都市計画や個別事業に対する役割の明確化

　区域マスタープランの
　広域機能強化と内容の明確化

　都市の将来像実現状況の開示

　市町村を計画主体においた都市計画の
　仕組みづくり

　市町村間調整を重視した
　広域調整システムの構築

　即地的・一体的な制度運用に向けた
　市町村への権限移譲の推進

　市町村の能力向上への支援

　都市計画に関する情報提供，開示の充実

　段階的かつ着実な住民参画の推進

　市町村主体の都市計画の
　仕組みづくりと県による
　広域調整の実施

　住民参画等に向けた条件整備

　権限移譲等による規制の
　一体的運用と市町村の能力向上

・マスタープランによる計画の必要性明確化（区域マスへの記載を条件とした県が行う都市計画決定）

・広域的事項を担う区域マスと地域密着事項を担う市町村マスの役割分担，及び市町村マスの策定促進
・区域マスの圏域内一括策定による圏域の広域構造の明示（将来都市構造図の作成）
・県が定める都決案件の網羅と都決要否に関わらない広域・根幹的施設整備の区域マスへの明示　　等

・マスタープランに記載した計画や事業の進行状況の住民への定期的な開示

・都市計画決定時における事業予定者の明確化と住民への開示
・都市計画決定後の実現状況の定期フォロー

・県が定める都市計画の素案は市町村からの提案を受けて作成することを原則化
・市町村が定める都市計画に対する県の同意基準の公表

・圏域内調整会議（仮称）を活用した県が定める都市計画の広域性確保

・「権限移譲の推進に関する報告書」に基づく権限移譲の積極的推進
・移譲が困難な事務（用途白地地域の建ぺい率・容積率指定等）の県の事務処理の簡素化

・本庁都市局及び地域事務所による市町村への支援体制の強化と人材育成
・まちづくり事例集の作成と蓄積
・市町村間のまちづくり情報交換の促進

・インターネットホームページの活用等による都市計画の決定状況や区域マスタープランの公表
・都市計画決定手続きにおける住民参画推進のための情報提供の充実（都市計画審議会議事録の公表等）

・社会実験手法等による体験型意識啓発の推進、生涯学習等の教育施策とのタイアップなどの検討
・ＮＰＯや各種団体等との連携・交流と課題共有の推進
・住民参画事例等に基づく運営ノウハウ等の市町村間での共有推進

【制度運用の基本的な方向】 【取り組みテーマ】 【具体の制度運用方策】

※区域マス　　　：都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（法６条の２）
　市町村マス　　：市町村の都市計画に関する基本的な方針（法１８条の２）
　マスタープラン：区域マス及び市町村マス  
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